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第１章．計画の概要【両計画共通】 

１．都市計画マスタープランおよび立地適正化計画の目的と位置づけ 

 都市計画マスタープランは、都市計画法第 18 条の２に規定する「市町村の都市計画に関する基本的な
方針」として、都市整備分野を中心としたまちづくりに関する基本的な方針を定めるものです。 

 立地適正化計画は、都市再生特別措置法第 81条第１項に規定する「住宅および都市機能増進施設
の立地の適正化を図るための計画」として、持続可能な都市の構築に向け、施設や居住の誘導によって、
暮らしの機能（居住や医療・福祉・子育て支援・商業等の生活サービス施設等）を守るために、必要な
事項を定めるものです。 

 本市は、2006年（平成 18年）３月に旧能代市と旧二ツ井町が合併し、市の最上位計画である総合
計画を踏まえ、2010年（平成 22年）３月に都市計画マスタープランを策定し、まちづくりの将来ビジョン
と、具体的かつ総合的な都市の整備方針を定め、各種の施策に取り組んできました。 

 一方、本市の人口は、1970年（昭和 45年）に 77,011人でしたが、その後減少が継続し、2015年
（平成 27年）には 54,730人となっています。 

 都市計画マスタープランの策定から 10 年が経過し、社会・経済状況の変化にも対応するため、都市計画
マスタープランを見直すとともに、新たに、立地適正化計画を策定することとしました。 

 
図 都市計画マスタープランおよび立地適正化計画の位置づけ 

 
 役割 

都市計画マスタープラン 

 市全体を対象に、おおむね 20 年後を見据えたまちづくりの方向性を示す計画 

 都市整備分野を中心としながら、まちづくりに関連する他の分野との連携を強めて

いくための役割も担う 

立地適正化計画 

 暮らしの機能（居住や医療・福祉・子育て支援・商業等の生活サービス施設等）に

着目した集約型のまちづくりを進めるために必要な事項を定める計画 

 計画制度と財政・金融・税制等による支援措置を結びつける役割も担う 

 

まちづくり（都市計画）
に関する事項 即す

土地利用に関する事項

関係分野に関する事項

即す

連携 即す

○第２次能代市総合計画
＜みんなでつくる“わ”のまち能代＞

○能代市住生活基本計画
○能代市公営住宅等長寿命化計画
〇能代市緑の基本計画 etc

○第２期能代市まち・ひと・しごと
創生総合戦略

○第２期能代市中心市街地活性化
ビジョン・中心市街地活性化計画

○能代市地域公共交通網形成計画
〇能代市高齢者福祉計画
○能代農業振興地域整備計画
○第２次能代市環境基本計画
〇能代市次世代エネルギービジョン
〇能代市地域防災計画
〇能代市国土強靭化地域計画 etc

○能代市都市計画マスタープラン

○能代市立地適正化計画

○第3期ふるさと
秋田元気創造プラン

○秋田県国土利用計画

○都市計画区域の整備、
開発及び保全の方針
～ 能代都市計画区域

マスタープラン ～

○第２次能代市国土利用計画

【
関
係
分
野
】

【
個
別
計
画
】

連携

集約型のまちづくり
を進めるための
具体的な取組

連携

実行

○都市計画の決定または
変更等

・用途地域等の地域地区
・都市計画道路や都市計画

公園等の都市計画施設
・土地区画整理事業等の

市街地開発事業
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２．計画の構成 

 計画の構成は右図のとおりです。 

 まちづくりの将来像や計画の目標では、第２次
能代市総合計画に掲げる「将来像」の実現を目
指し、都市整備分野を中心とした本市の現状と
将来見通しを踏まえた課題への対応を図り、まち
づくりにおいて達成すべき「計画の目標」や、都市
を形成する拠点や骨格となる交通体系、土地利
用などの全体的な構成を表す「将来都市構造」
を設定します。 

 なお、まちづくりの「将来像」や「目標」は、都市計
画マスタープランおよび立地適正化計画の両計
画で共通とします。 

 
 

３．計画の策定体制 

 計画の策定にあたっては、多くの人々から、多様な視点で意見を伺うために、「策定委員会」や「庁内検討
委員会」を組織し、検討を進めてきました。 

 また、策定委員会等以外にも、「市民アンケート調査」や「地域別ワークショップ」を開催したほか、広報やホ
ームページによる情報発信により、市民意見の収集・反映を行いました。 

 
図 計画の策定体制 

 
  

都市計画審議会 市長 議会

策定委員会
（有識者会議）

庁内検討委員会庁内各課

事務局

市民ｱﾝｹｰﾄ調査

地域別ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ

ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ

地域別説明会

《市民参加》

情報発信
調整

調整
意見集約

素案提出

諮問

答申

報告

立地適正化計画都市計画マスタープラン

●立地の適正化に関する
基本的な方針

●全体構想

●地域別構想

●都市機能および居住の
各誘導区域の設定

●誘導施設の設定

●実現化方策

【両計画共通】まちづくりの将来像

【両計画共通】計画の目標・将来都市構造

●誘導施策の設定

●防災指針

●定量的な目標値の設定

図 計画の構成 
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４．計画の目標年次・対象区域 

４－１．計画の目標年次 

 都市計画マスタープランおよび立地適正化計画の計画期間は、おおむね 20年後の 2040 年（令和 22
年）とします。 

 なお、両計画は、今後の社会・経済状況の変化や市民ニーズの変化に対応し、随時、計画の見直しや充
実を図り、まちづくりの指針としての性格を維持していきます。 

 
４－２．計画の対象区域 

 都市計画マスタープランは、社会・経済状況
の変化に対応した都市構造やまちづくりの方
針を定めていくため、都市計画区域のみなら
ず、都市計画区域外の農地や森林地域を
含む、市全域を対象とします。 

 立地適正化計画は、施設や居住の誘導によ
って暮らしの機能を守るための取組を定めるた
め、能代都市計画区域を対象とします。 

 
  

図 計画の対象区域 
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５．計画の実行に向けた協働によるまちづくりの推進 

 本計画では、都市計画分野のほか、生活、産業、防災、環境など、様々な分野の個別課題について、土
地利用の視点から総合的に捉えたまちづくりの方向性を示しています。 

 これらの方向性の実現に向けては、地域住民、NPO、企業、各種団体、行政等の多様な主体が、市が目
指すまちづくりやお互いの役割の理解を深め、力を組み合わせ、連携しながら取り組んでいくことが重要です。 

 
５－１．市民主体のまちづくりの支援 

 市は、今後のまちづくりを進めていくにあたり、本計画の実現に向けた施策に取り組んでいきますが、地域の
将来像を実現していくためには、そこに住む地域住民自らの活動が重要となります。 

 そのため、地域住民が主体となるまちづくり活動に対して、積極的に支援していきます。 
 
５－２．まちづくりに関する情報の共有 

 市民と行政等が協働でまちづくりを進めていくためには、地域住民や企業、各種団体等がまちづくりに関する
情報を得て、共通の認識に立つことが必要となります。 

 そのため、広報やホームページ等により、地域住民や企業等へ積極的にまちづくりに関する情報を提供して
いきます。 

 
５－３．関係機関との連携 

 本市のまちづくりの推進にあたっては、能代山本地域における定住自立圏構想など、広域的な計画との連
携や他都市との交流・連携のための交通ネットワークの強化促進など、広域的な視点での取組も必要とな
ります。 

 そのため、国・県の関係機関や、他市町村とも連携し、まちづくりを進めます。 
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６．計画の評価・管理 

 計画の進行管理は、計画策定（Plan）後に施策の実行
（Do）に移り、施策の成果や効果を点検・評価（Check）
したうえで、必要に応じて改善や見直しを行う（Action）とい
った、「PDCA サイクル」により実施します。 

 計画に位置づけた施策の実施・検討状況を毎年確認しつつ、
おおむね５年ごとに、上位計画である総合計画の目標指標
等により、施策の成果や効果の点検・評価を行い、必要に応
じて施策の改善や見直しを行います。また、おおむね 10 年が
経過した時点で、施策の実施状況や本市を取り巻く諸情勢
の変化等を踏まえ、計画の見直しを実施します。 

 なお、総合計画の変更・見直し、関連法制度の改正など、本
市を取り巻く諸情勢に大きな変化があった場合には、必要に
応じて計画の見直しを検討します。 

 
図 計画の評価・管理の手順 

 

 市による、計画見直しの必要性の検討

 都市計画審議会による、計画見直しの必要性の判断

《部分見直し》
 市による、見直し案の作成

 市民意向の反映（説明会、パブリックコメント 等）

 都市計画審議会への諮問

 計画の改定

《全体見直し》
 策定委員会の設置
 策定委員会による、見直し案の作成

 市による、施策の成果や効果の点検・評価（おおむね５年ごと）

図 PDCA サイクルの概念図 

Plan

DoCheck

Action
改善・見直し 計画

施策の実行点検・評価

継続的な改善活動


